
質

疑

編

【
Ｊ
Ｒ
札
沼
線
跡
地
整
備
等
推
進
基
金
条
例
の
制
定
】

鈴
井
議
員

Ｑ　

趣
旨
が
同
じ
ふ
る
さ
と
応
援
基
金
を
繰
り
入
れ

る
計
画
を
考
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
最
終
的
な
基

金
の
目
標
額
は
。

Ａ　

ふ
る
さ
と
応
援
基
金
は
今
後
寄
付
を
頂
い
た
方

の
意
向
に
沿
う
形
で
全
額
使
用
す
る
。
基
金
総
額

は
Ｊ
Ｒ
か
ら
農
地
整
備
や
環
境
整
備
の
委
託
を
受

け
る
予
定
も
あ
り
、
６
億
円
を
上
回
る
予
定
。

西
内
議
員

Ｑ　

指
定
寄
付
金
の
財
源
と
な
る
ふ
る
さ
と
応
援
基

金
を
ど
の
様
に
扱
っ
て
い
く
の
か
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ

か
ら
の
支
援
金
が
底
を
つ
い
た
場
合
こ
の
条
例
は

失
効
す
る
の
か
。

Ａ　

こ
の
基
金
に
寄
付
し
た
い
と
い
う
申
し
出
が
あ

っ
た
時
に
は
一
般
会
計
を
通
じ
て
繰
り
入
れ
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
で
頂
い
て
い
る
寄
付
は
、
ふ
る
さ

と
応
援
基
金
に
積
み
立
て
る
。

　
　

今
後
事
業
を
進
め
る
な
か
、
ど
の
基
金
か
ら
繰

り
入
れ
る
か
は
一
般
予
算
の
中
で
整
理
す
る
。
ま

た
、
当
該
基
金
を
全
額
使
い
切
っ
た
時
は
、
自
動

的
に
失
効
す
る
も
の
で
は
な
く
、
条
例
の
廃
止
に

つ
い
て
議
会
に
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

長
谷
川
議
員

Ｑ　

廃
線
に
よ
る
農
地
整
備
事
業
は
30
億
円
を
超
え

る
事
業
費
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
町
の
負
担

４
％
の
ま
ま
進
め
て
い
け
る
の
か
。

Ａ　

ど
の
地
区
が
最
後
に
な
っ
て
も
町
が
４
％
負
担

す
る
。

【
新
十
津
川
町
保
育
園
の
設
置
及
び

　
　
　

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
】

西
内
議
員

Ｑ　

改
築
し
た
こ
と
に
よ
り
定
員
が
20
人
増
と
な
っ

て
い
る
。
年
齢
ご
と
の
許
可
定
員
は
。

Ａ　

新
た
な
定
員
構
成
は
０
歳
児
３
人
、
１
歳
児
12

人
、
２
歳
児
23
人
、
３
歳
児
24
人
、
４
歳
児
24
人
、

５
歳
児
24
人
、
合
計
１
１
０
人
。

Ｑ　

今
年
度
中
に
待
機
児
童
が
入
園
す
る
動
き
は
あ

る
か
。

Ａ　

現
在
３
名
の
待
機
児
童
が
い
る
が
、
保
育
士
が

不
足
し
て
お
り
、
４
月
か
ら
と
い
う
方
向
で
動
い

て
い
る
。

Ｑ　

来
年
４
月
の
入
園
希
望
者
数
は
。

Ａ　

応
募
者
数
は
１
０
６
人
で
待
機
児
童
は
発
生
し

な
い
予
定
。

Ｑ　

保
育
士
確
保
に

向
け
た
取
り
組
み

は
。

Ａ　

民
間
ノ
ウ
ハ
ウ

を
活
用
す
る
た
め

指
定
管
理
を
お
願

い
し
て
い
る
。
最

大
限
指
定
管
理
者

の
力
量
を
活
用
し

て
保
育
士
確
保
を

し
て
い
た
だ
く
。

【
新
十
津
川
町
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
条
例
の
一
部
改
正
】

西
内
議
員

Ｑ　

面
積
緩
和
を
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
新
た
に
１

室
増
や
す
と
い
う
こ
と
か
。

Ａ　

物
置
の
部
分
を
片
付
け
て
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の

床
部
分
を
拡
大
す
る
計
画
。

審 議 レ ポ ー ト

❖第８回臨時会　◎11月29日

議　件　名 内　　　容

専決処分の報告 新十津川町庁舎建設事業建築主体工事（第１期）

変更後の額　10億7,365万円（121万円の増）

[理由]工事支障埋設物（浄化槽及び地下タンク）撤去工事の追加及び産

業廃棄物処分量の確定による請負額の変更

新十津川町職員の給与に関する条例及び新十津川

町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例

令和元年８月の人事院勧告に準拠し、町長・副町長・教育長・職員給与

等を改定

・職員の初任給を引き上げ

　　高卒程度2,000円　　大卒程度1,500円

・職員の勤勉手当（６・12月）を引き上げ

　　 （旧）100分の92.5　（新）100分の97.5

・町長・副町長・教育長の期末手当（６・12月）を引き上げ

　　 （旧）100分の220　 （新）100分の225

・住居手当

　　支給対象となる家賃額の下限を引き上げ

　　 （旧）１万２千円　　 （新）１万６千円

　　住居手当額の上限を引き上げ

　　 （旧）２万７千円　　 （新）２万８千円

2020　２月　 しんとつかわ  議会だより 6


